
少子化に対応した活力ある学校づくりに
関する参考資料

別添３

学校の適正規模・適正配置 関係法令

学校教育法施行規則 （昭和二十二年文部省令第十一号）

第４１条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあると
きは、この限りでない。

※中学校については、第49条において準用
※昭和３３年の省令改正により条文化（それ以前は学校規模に関する規定はなし）
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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和三十三年法律第八十一号）
第３条 国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。この場合において、その負担

割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合によるものとする。
四 公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて

必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費 二分の一

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 （昭和三十三年政令第百八十九号）
第４条 法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるものとする。

一 学級数がおおむね十二学級から十八学級までであること。
二 通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。

２ 五学級以下の学級数の学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同項同号中「十八学級」
とあるのは、「二十四学級」とする。

３ 統合後の学校の学級数又は通学距離が第一項第一号又は第二号に掲げる条件に適合しない場合においても、文部科学
大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第一号又は第二
号に掲げる条件に適合するものとみなす。

学校教育法 （昭和二十二年文部省令第二十六号）

第三十八条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。

※中学校については、第49条において準用



経済財政運営と改革の基本方針2014（H26.6.24閣議決定）

今後、少子化が更に進展する中、教育の「質」をより重視した取組を強化する。そのため、少子化の見通しも踏まえ教職員の

計画的採用を進めつつ、教職員の質的向上や指導力の強化を推進する。学校規模の適正化に向けて、距離等に基づく学校

統廃合の指針について、地域の実情も踏まえつつ見直しを進める。また、専門人材やＩＣＴの活用等により効率的に教育の充

実を図る。

今後の学制等の在り方について（教育再生実行会議 第五次提言）平成26年７月４日 閣議報告

学校が地域社会の核として存在感を発揮しつつ、教育効果を高めていく観点から、国は、学校規模の適正化に向けて指針

を示すとともに、地域の実情を適切に踏まえた学校統廃合に対し、教職員配置や施設整備などの財政的な支援において十

分な配慮を行う。国及び地方公共団体は、学校統廃合によって生じた財源の活用等によって教育環境の充実に努める。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（H26.12.27閣議決定）

(4)-(ア)-② 公立小・中学校の適正規模化、小規模校の活性化、休校した学校の再開支援

集団の中で切磋琢磨しつつ学習し、社会性を高めるという学校の特質に照らし、学校は一定の児童･生徒の規模を確保する

ことが望ましいが、今後少子化の更なる進展により、学校の小規模化に伴う教育上のデメリットの顕在化や、学校がなくなること

による地域コミュニティの衰退が懸念されており、各市町村の実情に応じた活力ある学校づくりを推進する必要がある。そのた

め、地域コミュニティの核としての学校の役割を重視しつつ、活力ある学校づくりを実現できるよう、学校統合を検討する場合

や、小規模校の存続を選択する場合、更には休校した学校を児童生徒の増加に伴い再開する場合などに対応し、活力ある

学校づくりを目指した市町村の主体的な検討や具体的な取組をきめ細やかに支援する。

関連閣議決定等
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学校規模適正化・適正配置等に係る検討経緯

◆経済財政運営と改革の基本方針2014（H26.6.24閣議決定）
（略）学校規模の適正化に向けて、距離等に基づく学校統廃合の指針について、
地域の実情も踏まえつつ見直しを進める。（略）

◆教育再生実行会議 第五次提言(H26.7.4.閣議報告)
学校が地域社会の核として存在感を発揮しつつ、教育効果を高めていく観点か
ら、国は、学校規模の適正化に向けて指針を示すとともに、地域の実情を適切に
踏まえた学校統廃合に対し、教職員配置や施設整備などの財政的な支援におい
て十分な配慮を行う。国及び地方公共団体は、学校統廃合によって生じた財源
の活用等によって教育環境の充実に努める。

●集団の中で切磋琢磨しながら学習したり、社会性を高めるという学校
の特質に照らし、学校は本来一定の規模を確保することが望ましい。

●そのため文部科学省では公立小・中学校の適正規模や適正配置に
ついて、標準等を設定。（学校教育法施行規則・義務教育施設費負担法

施行令。学校規模：12～18学級、通学距離：小学校4km, 中学校6km）

●この１０年で既に小・中学校の１割にあたる３０００校超が統合されて
いるが、標準規模に満たない学校が約半数存在。

●今後、少子化の更なる進展により、学校の小規模化に伴う教育的デ
メリットの顕在化が懸念されている。一方、統合が困難な地理的特性
や地域コミュニティの核としての学校の重要性への配慮が必要。

各市町村の実情に応じた活力ある学校づくりを推進する必要。

平成２６年６月～７月
●政府方針に学校規模適正化に向けた指針の作成が盛り込まれる

（骨太の方針２０１４等）

同年９月～
●幅広い関係者の意見の聴取や全国の実態調査を実施。
・学校規模適正化等に関する実態調査（H26.９実施、全都道府県・市町村）

・「学校規模適正化等に関する調査研究協力者会議」（計６回）

・少子化から生じる課題に対応している教育委員会や、子どもの体力向上に

知見のある研究者等からヒアリング（計８回）

同年１２月

●まち・ひと・しごと創生総合戦略において、各市町村の実情に応じた
活力ある学校づくりをきめ細やかに支援する旨盛り込まれる。

平成２７年１月

●「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」案作成

背 景

検討経緯

◆公立学校の学校規模（H２５）
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◆まち・ひと・しごと創生総合戦略（H26.12.27閣議決定）

集団の中で切磋琢磨しつつ学習し、社会性を高めるという学校の特質に照らし、
学校は一定の児童･生徒の規模を確保することが望ましいが、今後少子化の更な
る進展により、学校の小規模化に伴う教育上のデメリットの顕在化や、学校がなく
なることによる地域コミュニティの衰退が懸念されており、各市町村の実情に応じ
た活力ある学校づくりを推進する必要がある。そのため、地域コミュニティの核とし
ての学校の役割を重視しつつ、活力ある学校づくりを実現できるよう、学校統合を
検討する場合や、小規模校の存続を選択する場合、更には休校した学校を児童
生徒の増加に伴い再開する場合などに対応し、活力ある学校づくりを目指した市
町村の主体的な検討や具体的な取組をきめ細やかに支援する。 3



まち・ひと・しごと創生総合戦略アクションプラン（抄）（H26.12.27閣議決定）
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まち・ひと・しごと創生法の概要

5



閉校

閉校
（休校）

（へき地・離島など）

存続

再開

統合

●遠距離通学費補助
●スクールバス・ボート購入費補助

補助対象額引上げ（約500万円→約750万円）
◆へき地児童生徒援助費補助金 1,616百万円（1,309百万円）

通学の支援地域コミュニティの維持・強化

○ 「公立小・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」の策定・周知

少子化に対応した活力ある学校教育への支援策（案）

●施設の大規模改造・長寿命化改良への補助
◆公立学校施設整備費

64,462百万円の内数（64,462百万円の内数）

●スクールバス・ボート購入費補助
◆へき地児童生徒援助費補助金【再掲】

1,616百万円（1,309百万円）

●再開支援の取組をモデル指定し支援
◆少子化・人口減少社会に対応した活力ある

学校教育推進事業【再掲】 27百万円（新規）

○学校再開に関する文部科学省の相談窓口の
ワンストップ化

休校している学校の再開支援

その他の支援

●統合プロセスや統合後の教育活動について指導・助言
（アドバイザーの活用など）

●モデル事例の創出・分析・周知
◆少子化・人口減少社会に対応した活力ある学校教育推進事業 27百万円（新規）

知見や事例の普及
（注）金額は平成27年度政府予算案。（ ）内は平成26年度予算。●は予算面での支援を、○は予算を伴わない支援を示す。

閉校
（休校）

●小規模のデメリットを克服し、メリットを最大化
する教育手法の開発

◆人口減少社会におけるＩＣＴの活用による教育の質の
維持向上に係る実証事業 142百万円（新規）

◆少子化・人口減少社会に対応した活力ある学校教育
推進事業【再掲】 27百万円（新規）

小規模校の教育活動の高度化支援

●コミュニティ・スクールや学校支援地域本部などを通じた学校を核とした地
域力強化の推進◆学校を核とした地域力強化プラン 6,684百万円（5,218百万円）

○廃校の有効活用への支援
○文化・スポーツなど地域振興のための事業の紹介

●施設整備補助 ※（ ）内は補助率（原則）

施設整備について、現行制度では新増築（1/2）、改修（1/3）
→改修については、既存施設を活用した学校統廃合の

整備（1/2）に係る補助制度を創設
◆公立学校施設整備費

64,462百万円の内数（64,462百万円の内数）
●教員定数の加配

統合前１年～統合後２年の200校が対象
◆教員定数の加配措置 200人増（100人→300人）

●統合校における特色ある教育活動への支援
◆少子化・人口減少社会に対応した

活力ある学校教育推進事業 27百万円（新規）

統合校の教育環境の整備支援
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公立小学校児童数・学校数
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公立中学校児童数・学校数
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（単位：千人）

年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

小学校 8,655 8,468 8,255 7,990 7,740 7,548 7,385 7,251 7,182 7,125 7,112 7,085 7,080 7,068 7,012 6,999 6,940 6,869 6,764 6,643 6,557 6,478 6,419 6,365 6,333 6,317 6,252

中学校 4,588 4,415 4,300 4,255 4,208 4,108 3,972 3,836 3,725 3,598 3,482 3,394 3,350 3,321 3,327 3,302 3,308 3,279 3,297 3,280 3,266 3,235 3,197 3,147 3,081 3,007 2,975

特支学校
（小中学部） 48 48 47 47 47 47 47 47 48 49 50 51 52 54 56 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

計 13,291 12,931 12,602 12,292 11,995 11,703 11,404 11,134 10,955 10,772 10,644 10,530 10,482 10,443 10,395 10,359 10,308 10,210 10,124 9,987 9,888 9,779 9,683 9,580 9,483 9,394 9,298

対前年度 ▲375 ▲360 ▲328 ▲310 ▲297 ▲292 ▲299 ▲270 ▲179 ▲183 ▲128 ▲114 ▲47 ▲39 ▲48 ▲36 ▲51 ▲98 ▲86 ▲137 ▲99 ▲109 ▲96 ▲103 ▲97 ▲89 ▲96

教員数 664 656 649 643 638 629 620 612 610 611 612 610 611 611 611 611 611 611 612 612 611 － － － － － －

4

１．平成25年度までは学校基本調査による数である。

２．平成26年度から平成31年度までの児童生徒数は、出生数等を基に推計した数である。
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近年の学校増減数と学校規模の推移
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※特別支援学級は含まない
※０学級は休校中の学校

適正規模複式学級

複式学級

適正規模
H25学校基本調査を基に作成

46.5%

51.6%

学級規模別学校数
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小学校

近年の公立学校の学校規模の推移

中学校
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※グラフ中の（ ）内の数字は、全体の学校数に占める割合
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（8．1％）

2,465 

7,118 

6,151 

3,202 

1,301 

384 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

5学級以下 6～11学級 12～18学級 19～24学級 25～30学級 31学級～

校

平成25年度

（公立20,621校の内訳）

（12.0％）

（34.5％）

（29.8％）

（15.5％）

（6.3％）

（1.9％）

2,247 

3,465 3,394 

1,017 

155 
6 
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1,000

2,000

3,000

4,000

5学級以下 6～11学級 12～18学級 19～24学級 25～30学級 31学級～

校
（公立10,284校の内訳）

（33．0％）

（33．7％）

（21．8％）

（9．9％）

（0．1％）
（1．5％）

988

3,054

7,043

8,364

3,331

137
0

2,000

4,000

6,000

8,000

5学級以下 6～11学級 12～18学級 19～24学級 25～30学級 31学級～

校

平成15年度

（公立22,917校の内訳）

（14．5％）

（36．5%）

（30．7％）

（13．3％）

（4．3％）

（0．6％）

平成15年度

※本校（公立）のデータ

学校統合等によって、５学級以下の小規模学校は減少傾向にある一方で、12～18学級の規模の学校が増加傾向にある。
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基本施策１ 確かな学力を身に付けるための教育内容・方法の充実

【基本的考え方】

○ 子どもたちに基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等，主体的に学習に取り組
む態度などの確かな学力を身に付けさせるため，教育内容・方法の一層の充実を図る。その際，特
に，自ら課題を発見し解決する力，他者と協働するためのコミュニケーション能力，物事を多様な観
点から論理的に考察する力などの育成を重視する。

○ このため，グループ学習やＩＣＴの活用等による協働型・双方向型の授業への革新，学校と家庭・
地域との連携の推進を図りつつ，新学習指導要領を着実に実施する。

【主な取組】
１－２ ＩＣＴの活用等による新たな学びの推進

・ 確かな学力をより効果的に育成するため，言語活動の充実や，グループ学習，ＩＣＴの積極的な
活用をはじめとする指導方法・指導体制の工夫改善を通じた協働型・双方向型の授業革新を推
進する。

主体的・協働的な学びの必要性について

第二期教育振興基本計画 （平成２５年６月１４日閣議決定） （抄）
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( 6 ) 各教科等の指導に当たっては，児童が学習内容を確実に身に付けることができるよ
う，学校や児童の実態に応じ，個別指導やグループ別指導，繰り返し指導，学習内容の習
熟の程度に応じた指導，児童の興味・関心等に応じた課題学習，補充的な学習や発展的な
学習などの学習活動を取り入れた指導，教師間の協力的な指導など指導方法や指導体制を
工夫改善し，個に応じた指導の充実を図ること。

児童はそれぞれ能力・適性，興味・関心，性格等が異なっており，また，知識，思考，価値，心情，技能，
行動等も異なっている。児童が学習内容を自分のものとして働かせることができるように身に付けるために
は，教師はこのような個々の児童の特性等を十分理解し，それに応じた指導を行うことが必要であり，指
導方法の工夫改善を図ることが求められる。それによって，児童一人一人が基礎的・基本的な知識・技能を
確実に習得し，それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等をはぐくみ，その
後の学習や生活に生かすことができるようにするとともに，自分自身のものの見方や考え方をもてるように
することが大切である。また，児童が主体的に学習を進められるようになるためには，学習内容のみならず
，学習方法への注意を促し，それぞれの児童が自分にふさわしい学習方法を模索するような態度を育てるこ
とも必要となる。そのための児童からの相談にも個別に応じることが望まれる。なお，こうした指導方法の
工夫はすべての児童に対応するものであるが，学習の遅れがちな児童には特に配慮する必要がある。

（略）

指導方法については，児童の発達の段階や学習の実態などに配慮しながら，従来から取り組まれてきた一斉
指導に加え，個別指導やグループ別指導といった学習形態の導入，理解の状況に応じた繰り返し指導，学習
内容の習熟の程度に応じた指導，児童の興味・関心や理解の状況に応じた課題学習，補充的な学習や発展的
な学習などの学習活動を取り入れた指導などを柔軟かつ多様に導入することが重要である。

小学校学習指導要領解説 総則編 （平成２０年６月 文部科学省）（抄）

個に応じた指導の徹底について

14

資料：旧内閣統計局推計、総務省統計局「国勢調査」「推計人口」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年１月推計[出生中位・死亡中位推計]）
国立社会保障・人口問題研究所作成資料
（旧内閣統計局推計、総務省統計局「国勢調査」「推計人口」等、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」[出生中位・死亡中位推計]）

人口推移（全国：明治期～21世紀～2110年）
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1960年 2010年

2030年 2060年

国立社会保障・人口問題研究所作成資料
（総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」[出生中位・死亡中位推計]）

人口ピラミッドの変遷（全国）

16

2040年総人口指数（2010年を100とした場合）

2040年の人口推計（市区町村）

国立社会保障・人口問題研究所作成資料
（総務省統計局「平成22年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成25年3月推計）」）
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人口の推移と将来人口

（出典）総務省統計局「日本の統計2014」より文部科学省作成
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15歳未満

生産年齢人口

（15歳以上～

64歳未満）

高齢者人口

（65歳以上）

8,173万人

4,418万人

（千人）

生産年齢人口の推移

◆生産年齢人口も減り続け、２０６０年には２０１０年と比べ約半数まで減少する見込み。

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」
表1-1 総人口、年齢３区分（0～14歳、15～64歳、65歳以上）別人口及び年齢構造係数：出生中位（死亡中位）推計より文部科学省作成

２０１０年

（８，１７３万
人）の約半数
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児童生徒数の減少見込み 自治体毎の推計例①

（出典）長野県 少子・人口減少社会に対応した新たな学校づくり検討会議 第１回検討会議（平成２５年６月１７日）資料４

（事例１）長野県が「少子・人口減少社会に対応した新たな学校づくり検討会議」に用いた推計資料

20

（出典）「北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針」（平成２５年１１月 北見市教育委員会）
21

児童生徒数の減少見込み 自治体毎の推計例②

（事例２）北海道北見市の「北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針」における推計
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世帯別構成割合
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児童のいる世帯及び平均児童数
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母子・父子世帯の推移
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1980年～2001年は総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月、ただし、1980年～1982年は各年３月）
2002年以降は「労働力調査（詳細集計）」（年平均）より作成。
2010年及び2011年の[ ]内の実数は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

内閣府：男女共同参画白書 平成26年度版

共働き世帯数の推移

25



学校規模別教職員配置の標準（例）（小学校）

（単位：人）

学級担任 担 任 外 生徒指導 小　　計

１ － ３ ０．７５ － 　３．７５ 　４．７５ １ ０．７５ 　６．５０

１ ０．７５ ６ １．００ － 　７ 　８．７５ １ １ １０．７５

１ １ １２ １．５０ － １３．５ １５．５０ １ １ １７．５０

１ １ １８ ２．６０ － ２０．６ ２２．６０ １ １ ２４．６０

１ １ ２４ ３．００ － ２７．０ ２９．００ ２ １ ３２．００

１ ２ ３０ ３．５０ ０．５ ３４．０ ３７．００ ２ ２ ４１．００

１ ２ ３６ ３．９０ ０．５ ４０．４ ４３．４０ ２ ２ ４７．４０

１ ２ ４２ ４．５０ ０．５ ４７．０ ５０．００ ２ ２ ５４．００

※　他に，教諭の少人数指導等の定数，養護教諭の加配定数，事務職員の加配定数がある。また，学校給食の実施状況等に応じて，
　栄養教諭等の定数が加わる。
※　養護教諭は，児童数851人以上が複数配置であるが，２４学級以上を，851人以上とみなして，＋１とした。

副校長・教頭学級数

４２学級

　３学級

　６学級

１２学級

１８学級

２４学級

３０学級

３６学級

教 員 計 養護教諭 事務職員 合　　計
教　　　　　　　　　　　　　　　諭

校　　長
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学校規模別教職員配置の標準（例）（中学校）

（単位：人）

教科担任 生徒指導 小　　計

１ ０．５ 　７．５ － 　７．５ 　９．０ １ ０．７５ １０．７５

１ １ 　９．５ － 　９．５ １１．５ １ １　　　 １３．５　

１ １ １４．５ － １４．５ １６．５ １ １　　　 １８．５　

１ １ １７．９ － １７．９ １９．９ １ １　　　 ２１．９　

１ １ ２２．５ － ２２．５ ２４．５ １ １　　　 ２６．５　

１ １ ２７．０ １．０ ２８．０ ３０．０ １ １　　　 ３２．０　

１ １ ３１．６ １．０ ３２．６ ３４．６ １ ２　　　 ３７．６　

１ ２ ３５．５ １．０ ３６．５ ３９．５ ２ ２　　　 ４３．５　

１ ２ ４０．０ １．０ ４１．０ ４４．０ ２ ２　　　 ４８．０　

１ ２ ４４．５ １．５ ４６．０ ４９．０ ２ ２　　　 ５３．０　

１ ２ ４９．０ １．５ ５０．５ ５３．５ ２ ２　　　 ５７．５　

１ ２ ５２．５ １．５ ５４．０ ５７．０ ２ ２　　　 ６１．０　

※　他に，教諭の少人数指導等の定数，養護教諭の加配定数，事務職員の加配定数がある。また，学校給食の実施状況等に応じて，
　栄養教諭等の定数が加わる。
※　養護教諭は，生徒数801人以上が複数配置であるが，２４学級以上を，801人以上とみなして，＋１とした。

１５学級

　３学級

２７学級

２４学級

３０学級

合　　計

　６学級

１２学級

１８学級

　９学級

２１学級

３６学級

教 員 計 養護教諭 事務職員
教　　　　　　　　　　　　　　　諭

校　　長 副校長・教頭学級数

３３学級
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○ 廃校施設等の情報と活用ニーズのマッチングのため、活用方法等を募集している廃校施設等の情報を集約

○ 廃校後の施設等の利用について、特色ある活用事例を情報提供

○ 廃校施設等の活用に当たり利用可能な補助制度を紹介

「みんなの廃校」プロジェクト

○活用用途を募集している廃校の一覧

○廃校の活用事例リンク集
福祉施設、文化施設、オフィス・工場など、廃校の有効活用事例のリンク集

○廃校の活用に当たり利用可能な補助制度
廃校を活用する場合に利用可能な各省庁の補助制度の一覧

ホームページで掲載している情報

マッチング

「みんなの廃校プロジェクト」～廃校の情報と活用ニーズのマッチング～

個別の廃校の情報提供・公募

活用の相談・応募

ホームページで全国の廃校の情報を紹介

・民間企業
・NPO法人
・保育所
・児童福祉施設
・老人福祉施設 等

廃校の情報
・建築年度
・面積
・立地条件
・貸与・譲渡条件
・連絡先 等

地方公共団体

活用用途を募集し
ている廃校の情報
を網羅的に紹介

マッチング

活用希望者

文部科学省

廃校の情報を
集約

番号
都道府県

名

市区町村

名
旧学校名

所在地

立地条件

用途

地域

土地

面積

構造

竣工年

施設区分

建築面積

延床面積

階数

募集内容
貸与

譲渡条件等
備考

貸与先
公募

地域活性化に

つながること

屋内運動場も

使用可
http://○○

担当窓口

HP

○ ○県 ○×市 ○×小学校
○×駅から
徒歩10分

指定なし 5,000㎡
鉄筋コンクリート

S45

校舎

400

800

2

※ＨＰにはパンフレットも掲載。
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大学に関すること
私学に関すること

予算の編成・執行
条例案の提出

首長が招集。会議は原則公開。
構成員は首長と教育委員会。
（必要に応じ意見聴取者の出席を要請）
協議、調整事項は以下のとおり。
①教育行政の大綱の策定
②教育の条件整備など重点的に講ずべき施策
③児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置

首長

公立学校の設置・管理・廃止
教職員の人事
教育課程、生徒指導
教科書、その他の教材の取り扱い
施設設備、整備
社会教育
スポーツ、文化、文化財

密接な関連

教育に関する
大きな権限

委員長委員 委
員

委員教育長

総合教育会議の設置

首長

委員

委員

委員
委員

意見聴取者

教育委員会

首長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、首
長が公の場で教育政策について議論することが可能に
首長と教育委員会が協議・調整することにより、両者が教育政
策の方向性を共有し、一致して執行にあたることが可能に

総合教育会議

教育長

委員

H26教育委員会制度改正のポイント① 総合教育会議について
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （昭和三十一年法律第百六十二号）
（総合教育会議）
第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員
の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

２～９ （略）



大綱とは、教育の目標や施策の根本的な方針。教育基本法第17条に規定する
基本的な方針を参酌して定める。

総合教育会議において、首長と教育委員会が協議・調整を尽くし、首長が策定。
首長及び教育委員会は、それぞれの所管する事務を執行。

地方公共団体としての教育政策に関する方向性が明確化

H26教育委員会制度改正のポイント② 教育等に関する「大綱」の首長による策定
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （昭和三十一年法律第百六十二号）
（大綱の策定等）

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項 に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に

応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定める
ものとする。

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議におい
て協議するものとする。

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
４ 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと
解釈してはならない。

※平成27年４月１日施行部分

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）について

◆ 保護者や地域住民が学校運営に参画するコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入により、
地域の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づくり」 を推進する。

◆ これにより、 子供が抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みを構築し、質の高い学校教育の実現を図る。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第４７条の５】

教育委員会が、学校運営協議会を置く学校を指定
○ 校長の作成する学校運営の基本方針の承認（必須）
○ 学校運営について、教育委員会又は校長に意見（任意）
○ 教職員の任用に関して、教育委員会に意見（任意）

（教育委員会はその意見を尊重して教職員を任用）

平成26年4月時点で全国1,919校が指定

コミュニティ・スクールと学校支援地域本部、学校関係者評価等に一体的に取り組
み、学校と地域等の連携・協働をより一層促進。

○学校と地域が情報を共有するようになった（92.6%）
○地域が学校に協力的になった（87.7%）
○地域と連携した取組が組織的に行えるようになった（84.0%）
○学校に対する保護者や地域の理解が深まった（82.6%）
○教職員の意識改革が進んだ（77.4%）
など地域との連携が一層深まる中で、

○いじめ・不登校・暴力など生徒指導上の課題が解決した（42.7%）
○児童生徒の学力が向上した（36.2%）
などの成果が挙げられる。 ※（ ）内は「当てはまる」「ある程度当てはまる」の合計

（平成23年度文部科学省委託調査研究 学校運営の改善の在り方に関する調査研究）

１．学校統合の役割

２．設置の状況

３．コミュニティ・スクールの成果

４．今後の目指すべき方向性
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５．学校統合による学校運営協議会の統合・導入事例

長浜市立浅井小学校（２つの学校運営協議会を統合）

◆平成26年度の上野小・下草野小の２統合に向けて、市教委が「新設置協議会」を設置。地域住民等からなるボランティア組織等と連携しながら学校を支援。

◆平成20年度の金華小・京町小の２校統合を機に、学校運営協議会を設置。学校運営協議会が両地区の調整役として地域行事等も企画・運営。

岐阜市立岐阜小学校（統合を機に学校運営協議会制度を導入）

学
校
運
営
協
議
会
を
中
心
に
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成

学
校
運
営
協
議
会
を
中
心
に

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成

統合等を機に、コミュニティ・スクールを導入するなどすることは、旧通学地域の保護者や地域住民等の間に新たな絆をつくり、一体となって新しい学校を支える体制を
構築したり、新たな地域づくりの推進につながったりする大きな契機となりうる。
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子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について（答申）
第一章 「小中一貫教育の制度化及び総合的な推進方策について」概要

１節 小中一貫教育が求められる背景 ２節 小中一貫教育の現状と課題

３節 小中一貫教育の制度化の意義

● 全国各地で地域の実情に応じた小中一貫教育の取組が
進められているが、それには以下のような背景があると考え
られる。

・教育基本法、学校教育法の改正による義務教育の目的・
目標規定の新設

・近年の教育内容の量的・質的充実への対応
・児童生徒の発達の早期化等に関わる現象
・中学校進学時の不登校、いじめ等の急増など、中１ギャッ
プへの対応

・少子化等に伴う学校の社会性育成機能の強化の必要性

● 小中一貫教育の取組は全国的に広がり、今後さらなる増加
が見込まれる

● 現在行われている小中一貫教育の取組の内容や進捗状況
は、教育課程の連続性や、教員の指導体制、施設形態、校長
の体制等の点において極めて多様である。

● 小中一貫教育の実施校のほとんどが顕著な成果を認識して
おり、その内容は学力向上、中一ギャップ緩和、教職員の意
識・指導力の向上など多岐にわたる。その一方、教職員の負担
軽減など解消を図るべき課題も存在する。

● 小中一貫教育の取組の多様性を尊重しつつ優れた取組が展
開されるような環境整備が必要となる。

●運用上の取組では小中一貫教育を効果的・継続的に実施し
ていく上での一定の限界が存在するため、制度化により教育
主体・教育活動・学校マネジメントの一貫性を確保した総合的
かつ効果的な取組の実施が可能となる

●設置者の判断で教育課程の特例を認め、柔軟な教育課程編
成を可能とすることにより、地域の実態に対応した多様な取組
の選択肢を提供する

●小中一貫教育の制度的基盤が整備されることにより、国・県
による支援の充実が行いやすくなる

●人間関係の固定化や転出入への対応などの小中一貫教育
に指摘されている課題について、制度化に伴い積極的な指
導助言や好事例の普及を行うことなどにより、課題の速やか
な解消に資する手立てが講じられるようにする
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４節 小中一貫教育の制度設計の基本的方向性

（制度化の目的）

● 一体的な組織体制の下、９年間一貫した系統的な教育課程を編成することができる学校種を新たに設けるなどして、設置者が

地域の実情を踏まえて小中一貫教育が有効と判断した場合に、円滑かつ効果的に導入できる環境を整えることである。これによ
り、小中一貫教育の優れた取組の全国展開と既存の小・中学校における小中連携の高度化が促進され、義務教育全体の質向
上が期待される。

（次々頁の別紙参照）

（制度化の基本的方向性）

● 小中一貫教育が各地域の主体的な取組によって多様な形で

発展してきた経緯に鑑み、地域の実情に応じた柔軟な取組を
可能とする必要があることから、下記の２つの形態を制度化す
べきである。

①１人の校長の下、１つの教職員集団が９年間一貫した教育
を行う新たな学校種を学校教育法に位置付け（小中一貫教
育学校（仮称））

②独立した小・中学校が小中一貫教育学校（仮称）に準じた形
で一貫した教育を施すことができるようにする（小中一貫型
小学校・中学校（仮称））

● 小中一貫型小学校・中学校（仮称）においては、９年間の教育

目標の明確化、９年間一貫した教育課程の編成・実施ととも
に、これらを実現するための学校間の意思決定の調整システ
ムの整備を要件として求めることが適当である。

● 小中一貫教育学校（仮称）については、既存の小・中学校と

同様に、市町村の学校設置義務の履行対象とするとともに、就
学指定の対象とし、市町村立の場合、入学者選抜は実施しな
いこととすべきである。

● 小中一貫教育学校（仮称）の小学校段階を終えた後、希望す

る場合には他の学校への転校が円滑に行えるよう配慮するこ
とも必要であり、小中一貫教育学校（仮称）の修業年限の９年
間を小学校段階と中学校段階の二つの課程に区分し、６学年
修了の翌年度から中学校等への入学を認めるべきである。

● 小中一貫教育学校（仮称）においては、原則として小・中学校

教員免許状を併有した教員を配置することとするが、当面は小
学校教員免許状で小学校課程、中学校教員免許状で中学校
課程を指導可能としつつ、免許状の併有を促進するべきであ
る。

● 小中一貫教育学校（仮称）及び小中一貫型小学校・中学校

（仮称）においては、現行の小・中学校の学習指導要領に基づく
ことを基本とした上で、独自教科の設定、指導内容の入れ替
え・移行など、一定の範囲で教育課程の特例を認めるべきであ
る。
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５節 小中一貫教育の総合的な推進方策

● 国としては、小中一貫教育の実施を希望する設置者の積極的な取組を促すため、財政的支援を含めた条件整備や小中一貫教
育の取組の質の向上を図るための方策を総合的に講じていく必要がある。

● 具体的には、以下のような方策が求められる。
・小中一貫教育の制度化および推進に当たっての適切な教職員定数の算定
・小中一貫教育に必要な施設・設備の整備への支援
・小中一貫教育と学校運営協議会の一体的な導入推進など、義務教育の９年間の学びを地域ぐるみで支える仕組みづくり
・モデル事業等を通じた小中一貫教育の好事例の収集・分析・周知
・小中一貫教育に応じた学校評価の充実と市町村における評価・検証
・都道府県教育委員会による現場のニーズを踏まえた積極的な指導・助言・援助
・教職員の負担軽減の取組の推進
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教育課程の改善に資する実証的資料を得るため、学習指導要領等現行の教育課程の基準によらない教育課
程の編成実施を認め、新しい教育課程、指導方法について研究開発を行う （昭和５１年度から開始）。

○ 市町村教育委員会等の学校設置者からの申請に基づき文部科学大臣が指定 （４年 ※平成24年度指定校までは３
年）。

○ 各学校の創意工夫により研究開発課題を設定。 ※平成２６年度の研究開発学校数は計３７件，９４校

研究開発学校制度

文部科学省

教育研究開発企画評価会議協力者

研究開発学校

特別の教育課程を
提案

指導助言

＜指定１年目＞ 研究開発学校は、文部科学省や教育研究開発企画評価会議協力者の指導助言を
踏まえ、

研究開発の推進イメージ例

①子どもたちに育むべき力の明確化

②新設する教科等の教育課程上の位置付けや教育課程全体における新設する
教科等と既存の教科等との関係性の明確化

③新設する教科等の目標、内容の明確化

④特別の教育課程を実施した成果を分析するための評価方法や評価指標の決
定（併せて、成果検証の際に子どもたちの変化を見るため、特別の教育課程を
実施する前段階での子どもたちの状況を把握）

等を行う。

＜指定２～４年目＞ 指定１年目に、文部科学省や教育研究開発企画評価会議協力者の指導助言も踏まえて編成
した特別の教育課程を実施し、教育課程や指導方法を改善するとともに、特別の教育課程の
編成により、子どもたちがどのように変化したかなど、成果の検証を行っていく。

学習指導要領の改訂をはじめ、今後の教育課程の改善に資するより質の高い研究開発を実施

研究開発学校とは
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教育課程特例校制度

文部科学大臣が、学校教育法施行規則第５５条の２に基づき、学校を指定し、学習指導要領等によらない教
育課程を編成して実施することを認める制度 （平成１５年度より、「構造改革特別区域研究開発学校」制度とし
て始まり、平成２０年度より、「教育課程特例校」制度として手続きを簡素化する等している）。

教育課程特例校とは

○ 学習指導要領等において全ての児童又は生徒
に履修させる内容として定められている内容事項
が，特別の教育課程において適切に取り扱われて
いること。

○ 総授業時数が確保されていること。

○ 児童又は生徒の発達の段階並びに各教科等
の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮
がなされていること。

○ 保護者への経済的負担への配慮その他の義
務教育における機会均等の観点から適切な配慮
がなされていること。

○ 児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教
育上必要な配慮がなされていること。

○ 指定件数 ２４９件
（平成２５年４月１日現在 ２２１件）

○ 指定学校数 ２，７７５校
（国立８校、公立２，７２２校、私立４３校）
（平成２５年４月１日現在 ２，６６９校）

うち、
・小学校低・中学年からの英語教育の実施

１８４件 （小学校１，６６５校）

・学校や地域の特性を生かした教科を新設するこ
と等により，小中連携を推進する取組（取組みの
内容が，小学校における外国語教育の充実のみ
に係るものを除く。）

４０件 小学校７０３校・中学校３３９校

指定の要件 指定の状況 （平成２６年４月１日現在）
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不登校児童生徒を対象とした学校に係る教育課程の特例

○学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校、中学校、高等学校を欠席していると認めら

れる児童生徒（注）を専ら対象として、その実態に配慮した特別の教育課程の編成を認める。〔学校教

育法施行規則〕

（注）高等学校の生徒については、中退者又は相当の期間高等学校に入学しなかった者を含む。

○特別の教育課程を編成することを希望する学校を設置する地方自治体の教育委員会、国立大学法

人、学校法人が文部科学大臣に申請書を提出。文部科学大臣は、申請内容を審査し、学校教育法等

の観点から支障がないと認めれるときは当該学校を指定。〔告示及び指定要項〕

施策の概要
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不登校の要因・背景の多様化・複雑化に対応し、不登校の実態に基づいた対策の実施のため、

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成する必要があると認められる場合、

特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成することができる。

※特区８０３ （８１８） 「不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課

程弾力化事業」を閣議決定（平成１６年１２月１０日）に基づき全国化するも
の。

学校選択制について
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市町村教育委員会は、市町村内に小学校（中学校）が2校以上ある場合、就学予定者が就学す

べき小学校（中学校）を指定することとされている（学校教育法施行令第5条） が、就学校を指定

する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意見を聴取することができる。（学

校教育法施行規則第32条第1項）

この保護者の意見を踏まえて、市町村教育委員会が就学校を指定する場合を学校選択制とい

う。便宜的に分類すると、主に以下のようなタイプがある。

自由選択制 当該市町村内の全ての学校のうち、希望する学校に就学を認めるもの

ブロック選択制 当該市町村内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学を認めるもの

隣接区域選択制 従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校に就学を認めるもの

特認校制
従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、当該市
町村内のどこからでも就学を認めるもの

特定地域選択制
従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について、学校選択を認め
るもの



学校教育の機会均等の確保と水準

の維持向上を図るため、「義務教育諸

学校等の施設費の国庫負担等に関す

る法律」（施設費負担法）等に基づき、

公立学校建物（公立小中学校、特別支

援学校、幼稚園の校舎・体育館等）の

施設整備に要する経費の一部を国庫

補助することにより学校教育の円滑な

実施を担保する。

○ 趣旨 ○ 補助事業の概要

公立学校施設整備事業の概要（平成２６年度）
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※平成２６年度における補助事業の概要であ

り、年度により変更がありうる。

公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴って必要となり、又
は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費の一部
を国が負担することにより、これらの学校の施設の整備を促進し、その教育の円滑な実施を確保
する。

○ 趣旨

対象校 負担割合 整備内容

小学校、中学校 １／２ ※

○事業の内容
校舎及び屋内運動場の整備

○資格面積
学級数に応ずる必要面積 － 当該学校の保有面積 ＝ 資格面積

※ 離島等の特別地域については，国庫負担割合の嵩上げ措置がある。

○ 事業内容

公立小中学校の統合事業の概要（公立学校施設整備費負担金）
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地域住民にとって最も身近な地域コミュニティの拠点となる学校施設について、少子化に伴い生
じている余裕教室を子育て支援施設や高齢者福祉施設に活用するため、必要となる施設整備の
一部について補助する。

○ 趣旨

対象校 算定割合 整備内容

小学校、中学校、中等教育
学校の前期課程 １／３ ※

○公立小中学校の余裕教室を、放課後児童クラブ、保育所、児童館、
子育て支援センター等の子育て支援施設やデイサービスセンター等
の高齢者福祉施設に転用するために必要となる解体撤去工事。

○転用にあたって必要となる、既存施設の撤去工事及び必要最小限の
改修工事
・玄関を設置するため、教室外側の窓部分の撤去
・黒板や教壇等の不要な作り付け物品の撤去
・カーペット敷きとするため、木製の床材の撤去
・普通教室として使用している教室を転用するため、別の場所に

普通教室を作り直す場合に、他の余裕教室を普通教室へ改修
する工事

※（財政力指数１．００超の地方公共団体 ・・・・・・２／７）
対象工事費 下限額 ２００万円
上限額 ２億円（過去において児童生徒が急増した市町村にあっては３億円）

この他、転用施設に応じた各省庁の補助も活用できる。

○ 事業内容

○ 備考

大規模改造（余裕教室）事業の概要
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※出典：公立学校施設整備事務ハンドブック

○ 趣旨

学校と地域社会が連携協力することの重要性に鑑み、地域の持つ教育力を活かした学習活動や地
域の生涯学習活動等を実施するための場、また、地域の人々の交流の場などを備えた地域コミュニ
ティの拠点としての学校施設の整備推進を図る。

○ 事業内容

対象経費 国庫補助基準面積 単価 備考

他の文教施設や福祉施設
等との複合化を図ることに
伴い必要となる施設（多目

的ホール、展示ホール等の交
流スペース、通路スペース、

備蓄倉庫等）の整備及び各
室等の空調設備を整備す
るのに必要な経費

学校施設と複合化対象施設との
共用スペース（多目的ホール、展

示ホール等の交流スペース、通路
スペース、備蓄倉庫等）の面積に
0.5を乗じて得た面積を国庫補助
対象面積とする（ただし、当該校の

校舎又は屋内運動場の必要面積
の7%を限度とする。）

各学校種の
校舎又は屋
内運動場の
単価

学校施設の
新増改築と
同時整備の
場合に限る。

学校施設

文教施設
福祉施設 等

・多目的ホール
・通路スペース
・備蓄倉庫 等

（参考）補助対象となる箇所

・ 対象校：公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校

・ 交付金の算定割合：１／３

・ 整備内容：学校施設の複合化を促進するとともに、地域の生涯学習活動等の拠点となるよう、
他の文教施設や福祉施設等と有機的な連携を図るために必要となる施設の整備

・ 対象施設
ア 文教施設(社会教育施設、社会体育施設、文化施設・文化財保護施設）

イ 福祉施設(高齢者福祉施設、児童福祉施設等、身体障害者更生援護施設等）

ウ その他、学校施設と複合化することが適当と認められる施設

地域・学校連携施設整備事業の概要
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○ 国庫補助を受けて整備した建物を、処分制限期間内に転用等する場合は、
文部科学大臣の承認（財産処分手続）が必要

○ 本来、公立学校施設整備のために交付された補助金であるため、補助目的外

に転用等する場合には、国庫補助相当額の国庫納付が必要。

（※補助金適正化法等）

◎ 文部科学省では、国庫補助金相当額の国庫納付をほとんどの場合に不要とするなど、公
立学校施設に係る財産処分手続の大幅な簡素化・弾力化を図り、地方公共団体の取組を
支援。

<国庫補助事業完了後10年以上経過し、次のいずれかに該当>
・無償による財産処分（転用・貸与・譲渡・取り壊し）（相手先は問わない）
・有償による貸与・譲渡で、国庫納付金相当額を学校施設整備のため基金に積み立てた場合

<国庫補助事業完了後10年未経過で、次のいずれかに該当>
・耐震補強事業等を実施した建物等の無償による財産処分
・大規模改造事業で、国庫補助事業完了後１０年以上経過した建物等と併行してやむを得ずに行う
無償による財産処分

・市町村合併計画に基づく建物等の無償による財産処分
・地域再生計画の認定を受けた建物等の無償による転用・貸与

原

則

公立学校施設に係る財産処分手続の大幅な簡素化・弾力化

財産処分手続の概要
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秋田県東成瀬村立東成瀬小学校
（なるせっ子夢センター（なるせ保育園、なるせ児童館）、村民体育館との複合施設）

なるせっ子夢センター整備の背景

＊村で進行する少子化や保護者の就業の多様化に伴い、保育
サービス形態も大きな転換期を迎えていることや、幼小連携、子
育て支援といった新たな行政施策の必要性、施設の老朽化や効
率的な施設運営への対応など、一連の山積する課題への対応に
ついて検討

＊平成19年の「東成瀬村就学前の保育・教育を考える会」の保育

所統合と子育て支援の環境整備という提言や、保護者の意見等
を踏まえ、送迎の便や安全安心、余裕のある敷地等を考慮し、東
成瀬小学校に隣接する形で建物を整備

管理運営の状況

・ 延べ面積 1,984㎡
・児童数121名
・学級数7（うち特支1）
・職員数：17名
・複合施設（保育所、児童館）にある多目的室（356㎡）をランチルームとして活用
・複合施設（村民体育館）を学校体育館として優先的に使用している
・児童と保育園児との積極的な交流を実施（運動会、小学生による読み聞かせ、遊具開放 等）
・個に応じた指導を充実させている（算数・国語等でのTT・少人数指導、理科の専科制指導 等）
・近隣の中学校と連携した教育を実施している

○東成瀬小学校

なるせ保育園

各施設概要

・ 延べ面積 約990㎡
・定員 90名（H25.4.1現在83名）
・職員 22名
・産後8週目から受け入れ可能。0歳児から5歳児ま
で一貫した保育を目指している

・小学校との連携の他、地域との連携も積極的に
実施（デイサービス訪問、読み聞かせ等）

首長部局は、地方自治法180条の2に基づき、その権限に属する事務の一部
を、教育委員会の執行機関の事務を補助する職員に委任させている。

事務委任 （防犯等の管理、運営）

首長 事務委任

首長部局は、地方自治法180条の2に基づき、教育委員会に予算の補助執行
をさせている。

補助執行首長

権限

予算の補助執行 （管理費、運営費を一括して執行）

理由：事務が煩雑にならないよう主たる施設である小学
校を所管する教育委員会に一本化

交
流

児童館

・延べ面積 約630㎡
・職員 9名
・月曜日から日曜日まで開館
・乳幼児から高齢者まで利用可能
・放課後子どもプランの活動場所にもなっている

・子育て支援として、育児相談や子育て講座等を実施
している

○村民体育館

・ 延べ床面積 1,490㎡ 、2階建てで、1階のアリーナはバスケットボールコートが2面とれる大きさ。2階に
はトレーニング機器を備えたスペースがある。土日や夜間は一般住民が利用。

○なるせっ子夢センター（なるせ保育園、なるせ児童館、多目的室からなる２階建建物）

教育委員会の
補助機関

（教育長、部長、課長等）

権限

教育委員会の
補助機関

（教育長、部長、課長等）

学校施設の複合化の例
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東京都杉並区立松渓中学校
（高齢者在宅サービスセンター「松渓ふれあいの家」との複合施設）

複合化施設建設の背景
＊杉並区が、介護保険制度の開始（2000年）と合わせて、少

子化に伴い生じた小中学校の空き教室を活用した『杉並区
立高齢者在宅サービスセンター』（デイサービス）を５カ所に
開設。松渓中学校でも、既存学校施設の余裕教室を、首長
部局所管施設（デイサービス）に転用。

＊運営主体に生きがいの会（NPO法人）が公募、杉並区から
業務委託。

管理運営の状況

・児童数307名 ・学級数9 ・職員数：約50名
・2010年11月新校舎完成。

・子供たちの教育環境の充実を図り、環境負荷を可能な限り少なくする学校づくりを
行っている。
・エコスクール（環境共生型学校）として設計。

例：校舎屋上・壁面の緑化、外断熱、複層ガラス、通風による排熱、
太陽光パネルの設置、雨水利用など

・多摩産材の杉を使用した内装木質化によるぬくもりのある学習環境。
・災害時の震災救援所機能の充実。
・併設施設のふれあいの家（高齢者在宅サービスセンター）との連携。

例：吹奏楽部による演奏、中学校合同による震災救援所訓練、中学生
の職業体験実習、図書館の放課後開放支援 など

・旧校舎の改修（平成13年）に合わせて、増築部分（理科室）を改修し、デイサービス施設と
して活用
・利用者：介護保険認定者 ※利用者の７割が男性
・趣味のプログラムとして、様々なプログラムを実施。（麻雀、囲碁・将棋、ゲーム、散歩、
ガーデニング、書道、絵手紙、歌、絵画、墨絵、手工芸 など）
・運営主体：NPO法人いきがいの会
・施設所有者：杉並区 ※NPO法人は杉並区から土地を賃貸。現在、賃貸料は支

払っていないが、今後支払う予定
・利用時間：（平日）8:30～17:15 （土曜）8:30～17:15
・休館日：日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

松渓中学校全景【1988年9月29日】

校舎デイサービス施設

各施設所管課が管理運営している

・松渓中学校：教育委員会
・松渓ふれあいの家：首長部局

松渓中学校 高齢者在宅サービスセンター「松渓ふれあいの家」
各施設概要

松渓ふれあいの家吹奏楽部による演奏職業体験実習

震災救援所訓練図書館の放課後開放支援

中学校と松渓ふれあいの家との連携

延べ床面積 約8,840㎡

学校施設の複合化の例
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○長寿命化改修とは

◆老朽化対策を効率的・効果的に進めるための新しい改修方法。
コストを抑えながら建て替え同等の教育環境の確保が可能。

◆適切なタイミング（築後４５年程度）で長寿命化改修を行うことで、
その後３０年以上、建物を使い続けることができる。

○長寿命化改修のメリット

① 工事費用の縮減、工期の短縮が可能

・構造体（柱やはり）の工事が大幅に減少するため、工事費用が建て替えと
比較して４割程度縮減。

② 建て替えた場合と同等の教育環境の確保が可能
・ライフラインや仕上げ、機能の一新が可能
・間取りを変更することも可能

③ 廃棄物量が少ない

・排出する廃棄物が少なく環境負荷が少ない
・廃棄物処理に係るコストの削減が可能

※「学校施設の長寿命化改修の手引」を平成26年1月に公表
・長寿命化改修の意義や効果、手法についてＱ＆Ａ形式で解説
・図面や先進事例に関する写真を多数掲載

【本文ＵＲＬ（文部科学省ホームページ）】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/027/toushin/1343009.htm

学校施設の長寿命化改修の手引
～学校のリニューアルで子供と地域を元気に！～
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教育事務に関する事務組合・事務委託の規定

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第三十八条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設
置しなければならない。

第三十九条 市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を
処理するため、市町村の組合を設けることができる。

第四十条 市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小

学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の
市町村の組合に委託することができる。

２ （略）

第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条

から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二
項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四
十六条」と読み替えるものとする。
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＜公共図書館と学校図書室の蔵書をネットワーク化し、
「ひとつの大きな図書館」として蔵書を一体運用＞

・村内の中央公民館図書館、３小学校、１中学校の蔵書
をネットワーク化し、一つの図書カードで貸出・配達。

（経緯）
平成 ７年 公共図書館による小学校への図書の

持ち込み（移動図書） 開始
平成２３年 学校図書資源共有ネットワーク事業 開始

（参考：茨城県美浦村）
面積 ６６．５７㎢

人口 １６，８３９人
（平成２６年４月１日）

世帯数 ６，８５７世帯
（平成２６年１０月１日）

＜公共図書館と学校、学校間で必要な図書を相互賃借＞

・公共図書館を起点に２台の配送車が週２回、全６３校
（園）を一巡する物流システムを構築。

・Ｅメール等により貸出希望を連絡。対象図書を公共図
書館や各学校が物流システムにのせる。

（経緯）
平成６年 図書相互貸借（図書物流） 開始
平成７年 パソコン通信による蔵書検索 開始

（参考：千葉県市川市）
面積 ５６．３９㎢

人口 ４７２，３８７人
（平成２６年９月３０日）

世帯数 ２２７，６０５世帯
（平成２６年９月３０日）

千葉県市川市
「学校図書館支援センター事業」

茨城県三浦村
「学校図書資源共有ネットワーク事業」

学校図書館と公共図書館等の連携例

学校 学校

公共
図書館

貸出希望

貸出

物流システム

○ 一部の自治体においては、学校図書館と公共図書館等の連携への取組が行われている。
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【平成２６年度地方財政措置額：1,678億円】

教育用コンピュータ、電子黒板機等の整備の推進及びICT支援員の配置等の充実

21世紀にふさわしい学校教育を実現できる環境の整備を図るため、第2期教育振興基本計画（平成25年6月14日閣議決定）で目標とされている水準の達成に必要な所要額を
計上した「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画（H26～29年度）」に基づき、平成29年度まで単年度1,678億円（4年間総額6,712億円）の地方財政措置を講じる。

第２期教育振興基本計画で目標とされている水準

教育用PC1台当たりの児童生徒数3.6人、電子黒板・実物投影
機を各普通教室に1台配備、超高速インターネット接続率及び無
線LAN整備率100％、校務用PC教員1人1台、教育用ソフトやICT
支援員等を配置。

教育のIT化に向けた環境整備4か年計画（H26～29年度） の所要額イメージ
・教育用コンピュータ・・・・・不足台数約146万台の新規導入及び既存分約191万台に係るリース費用
・学習用ソフトウェアの整備・・教育用コンピュータ新規導入・更新に伴うもの
・電子黒板・・・・・・・・・・不足台数約40万台の整備及び既存分約1万台の更新に係る費用
・実物投影機・・・・・・・・・不足台数約33万台の整備及び既存分約1万台の更新に係る費用
・無線ＬＡＮの整備・・・・・・未整備約38万教室に係る費用
・教員の校務用コンピュータ・・約95万台のリース費用
・その他・・・・・・・・・・・インターネット接続費用、ICT支援員の配置費用 等

※ウィンドウズＸＰ搭載パソコンの更新などのセキュリティ対策を含め、平成２６年度も地方財政措置の一層の活用が求められています。

教育のIT化に向けた環境整備

ヒューマン

ソフト

（レンタル含む）
・教育用コンピュータ
・電子黒板
・実物投影機
・無線LAN整備 等

・教員のICT活用指導力の研修
・ICT支援員の配置 等

・デジタル教材
・校務支援システム
・ウィルス対策ソフト 等

ハード

平成２５年度地方財政措置
1,673億円

平成２６年度地方財政措置
1,678億円

ICT支援員

・ＩＣＴ支援員の配置 等
（情報処理技術者委嘱を含む）

＜従来の考え方＞ ＜新たな考え方＞

学習用ソフトウェア

（レンタル含む）
・教育用コンピュータ
・電子黒板
・実物投影機
・無線LAN整備
・インターネット接続費用
・教員の校務用コンピュータ 等

・教育用コンピュータに搭載する
学習用ソフトウェアの整備 等

50

10

11

12

【前年度（平均：6.5人/台、最高：4.5人/台、最低：8.2人/台）】
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平均値 6.5人/台 （H26.3.1）

平均値 6.5人/台 （H25.3.1）

8.4人/台(最低)

4.3人/台(最高)

①教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数

前年度調査からの増加分

（人/台）

都道府県別のＩＣＴ環境の整備状況（都道府県別）
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※文部科学省 学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成２６年３月時点）
※全校種対象
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前年度調査からの増加分
※教員1人1台に加えて職員室等に設置している成績管理用等のコンピュータ（共用）をカウントしている場合もあること
から100％を超過する。

平均値 111.1％（H26.3.1）

【前年度（平均：108.1%、最高：131.3%、最低：66.4%）】

137.3％(最高）

68.0％(最低）

平均値 108.1％ （H25.3.1）

※平均値については、校務用コンピュータの総数を総教員数で除して算出した値である。

②教員の校務用コンピュータ整備率

52※文部科学省 学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成２６年３月時点）
※全校種対象

【前年度（平均：84.4%、最高：96.8%、最低：56.8%）】97.4％（最高）
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58.2％（最低）

平均値 85.6％（H26.3.1）

平均値 84.4％（H25.3.1）

③普通教室の校内LAN整備率

前年度調査からの増加分
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※文部科学省 学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成２６年３月時点）
※全校種対象
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【前年度（平均：75.4%、最高：98.6%、最低：51.9%）】99.4％（最高）

④超高速インターネット接続率（30Mbps以上）

平均値 79.1％（H26.3.1 ）平均値 75.4％（H25.3.1 ）

55.6％（最低）

前年度調査からの増加分
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※文部科学省 学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成２６年３月時点）
※全校種対象

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

【前年度（平均：74.7%、最高：95.0%、最低：52.7%）】

平均値 76.4％（H26.3.1） 96.8％（最高）

平均値 74.7％（H25.3.1）
50.5％（最低）

⑤電子黒板のある学校の割合

前年度調査からの増加分
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※文部科学省 学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成２６年３月時点）
※全校種対象
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⑥デジタル教科書の整備状況

86.1％（最高）

8.7％（最低）

平均値 37.4％（H26.3.1）

【前年度（平均：32.5%、最高：59.9%、最低：7.5%）】

平均値 32.5%（H25.3.1）

前年度調査からの増加分
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※文部科学省 学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成２６年３月時点）
※全校種対象

⑦校務支援システムのある学校の割合

前年度調査からの増加分

【前年度（平均：76.0%、最高：100%、最低：40.6%）】
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50.7％（最低）

100％（最高）

平均値 80.5％（H26.3.1）平均値 76.0％（H25.3.1）
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※文部科学省 学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成２６年３月時点）
※全校種対象



58

平成24年度からの教材整備関係の地方財政措置について

背 景
学習指導要領は、これまで概ね１０カ年ごとに改訂されており、その改訂に併せて整備基準を改定してきたところである。

今回の新学習指導要領に併せて、文部科学省では、各教育委員会、各学校で教材を整備する際の「参考資料」として、平成２３年４月、「教材整
備指針」を示したところである。

現 状
外国語活動（小学校）、武道必修化（中学校）等の対応のため「新学習指導要領の円滑な実施のための教材整備緊急３カ年計画」（平成２１年度

から２３年度）に基づき、総額約２，４５９億円の地方交付税措置を講じてきたが、移行期間中の教材費決算額は増加しつつも、各地方団体ごとの
決算額にばらつきが見られる。

＜決算額（全国ベース）（小・中学校）＞ 平成２０年度 約５６８億円 → 平成２１年度 約５８６億円（前年度比３．１％増）
※１校当たりの教材費（県別合計）の最高と最低では、約７．８倍の開きがある。

「教材整備緊急３カ年計画」に基づく地方財政措置や国の補正予算等を活用し、各地方団体において、新学習指導要領（平成２０年改訂）等に
対応した教材整備が推進されていると認識しているが、今後においても、子どもたちの確かな学力の育成を図るため、学校教材の安定的かつ計
画的な整備が実施、促進されることが求められている。

対応 「義務教育諸学校における新たな教材整備計画」＜平成２４年度から３３年度までの１０年間＞
年次計画 単年度措置額（普通交付税）約８００億円（１０カ年総額 約８，０００億円）

（小学校：約５００億円、中学校：約２６０億円、特別支援学校：約４０億円）

積算内容 ○「教材整備指針」（平成２３年４月通知）に基づく例示教材等の整備に必要な経費を積算。
（１）既に学校が保有している教材について、更新に必要な経費
（２）新学習指導要領に対応するため、外国語活動（小学校）、武道の必修化（中学校）及び和楽器整備等

（中学校）の整備に必要な経費
（３）特別支援教育の指導に必要な経費
（４）少額理科教材（理科教育等設備整備費補助金の対象とならないもの）
（５）技術革新に伴う電子黒板、地上デジタルテレビ 等

公立小・中学校児童生徒１人当たり図書費

（平成２３年度決算）

文部科学省調査

全国平均 １，８５３円

（円）
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